
広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務委託に係る公募型プロポーザル 

実施要領 

 

1 事業の目的 

  広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金の債権について、専門的な知識と経験を有する者

に委託することにより、貸付制度の適正な運用の確保及び債権の回収の促進を図る。 

 

２ 業務の概要 

(1)  業務名 

広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務 

(2)  業務内容 

「広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務委託基本仕様書」のとおり 

(3)  委託期間 

契約締結日から令和７年３月３１日 

※ ただし、次のいずれにも該当せず、発注者及び受注者が同意した場合は、令和９年

３月３１日を限度として１年ごとに更新することがある。更新後の委託料の上限に

ついては、別途協議するものとする。 

ア 翌年度以降において委託料に係る歳出予算が配当されない場合 

イ 本仕様書の内容に従っていないと認められる場合 

※ 契約の締結は令和６年４月を予定しているが、本プロポーザルは、令和６年度当初

予算の成立を前提に行う準備行為であり、当該契約における予算が成立しなかった

場合には、契約を行わないことがあり得る。 

(4)  委託対象債権 

ア 原則として、令和５年度末までに発生した未収債権(元利償還金及び違約金)のう

ち、発注者が指定するもの。 

イ 委託予定債権 ７１４件 ２２５，９４０千円(契約締結までに件数、金額の増減

があり得る。) 

なお、委託債権の件数や金額は、委託料の上限の範囲内において変動(追加、修正

又は中止)することがある。 

３ 業務委託料 

(1) 成功報酬率は１９％を上限とし、業務に必要な設備、人材、機材等を準備するため

の費用及び付随する事務費その他一切の諸経費を含むものとする。 

(2) 委託料は、回収実績金額によらず、５，０８８千円（消費税及び地方消費税相当額

込み）を上限とする。 

 

４ 参加資格 

プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1)  契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者又は暴力団等（広島市

発注契約に係る暴力団等排除設置要綱第２条第６項に規定する暴力団等をいう。）で



ある者に該当しないこと。 

(2)  弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第４条に規定する弁護士、同法第３０条の２

に規定する弁護士法人又は債権管理回収業に関する特別措置法（平成10 年法律第126 

号）第３条の法務大臣の許可を受けた債権回収会社であること。 

(3)  債権回収会社にあっては、提案書提出日において、債権管理回収業に関する特別措

置法第 23 条の規定による改善命令を受けていないこと。 

(4)  国、地方公共団体又は独立行政法人（地方独立行政法人を含む。）における債権回収

業務の実績を有すること。 

(5)  公示日から受託候補者の選定までの間のいずれかの日においても、営業停止処分又

は広島市及び他の地方公共団体の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受けていないこと。 

(6)  広島市税並びに消費税及び地方消費税の滞納をしていない者であること。 

 

５ 本業務委託に係る連絡先及び書類等提出先 

  〒７３０－８５８６ 

  広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

  広島市こども未来局こども・家庭支援課 

  担当者：浦田 

  電 話：０８２－５０４－２７２３ 

  ＦＡＸ：０８２－５０４－２７２７ 

  電子メール：ko-shien@city.hiroshima.lg.jp 

 

６ 全体スケジュール 

公示日 令和６年２月５日（月） 

参加資格確認申請書提出期限 令和６年２月１４日（水） 

質問等受付期限 令和６年２月１４日（水） 

参加資格確認結果通知 令和６年２月１９日（月） 

企画提案書提出期限 令和６年２月２８日（水） 

企画提案書審査会 令和６年３月１１日（月） 

審査結果通知 受託候補者選定後、速やかに通知する。 

 

７ 参加申請について 

  プロポーザルの参加を希望する場合は、次のとおり提出し、参加資格の審査を受けるも

のとする。 

提出書類 (1) 公募型プロポーザル参加資格確認申請書（様式 1） 

(2) 弁護士又は弁護士法人の場合、弁護士法第４条に規定する

弁護士又は同法第３０条の２に規定する弁護士法人である

ことを証する書類の写し 

(3) 債権回収会社の場合、法務大臣の債権管理回収業にかかる
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許可書の写し 

(4) 業務実績調書(様式２) 

(5) 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（滞納

がないことを証明するもの。証明年月日が参加資格確認申

請書提出日から３か月前の日以降のものに限る。広島市税

については、広島市内に事業所を有していない等で、本市

に納税義務がない場合は、申立書(公募型プロポーザル参

加資格確認申請用）を提出すること。)、印鑑証明書、使

用印鑑届(様式３) 

(6) 法人等（組織）概要資料（パンフレット等既存資料） 

提出部数 １部 

提出期間 公示日から令和６年２月１４日（水）までの閉庁日を除く日の

午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

提出場所 上記５に同じ 

提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。

提出期限までの必着のこと。）で提出すること。 

参加資格の確認及審

査結果の通知 

プロポーザル参加資格の有無については、令和６年２月１４日

(水)午後５時１５分を基準として、提出された公募型プロポー

ザル参加資格確認申請書により確認し、審査結果を速やかに書

面にて通知する。 

 

８ 本委託業務に関する質問及び回答について 

  参加申請の書類を提出した者のうち、本業務委託について質問がある場合は、次のとお

り提出するものとする。 

質問の様式 様式４を使用すること。 

受付期限 公示日から令和６年２月１４日（水）までの閉庁日を除く日の

午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

受付場所 上記５に同じ 

提出方法 質問書を、上記受付場所へ電子メールの添付ファイルとして送

信すること（電話や来訪による質問は受付けない。）。 

質問に対する回答 質問者へ直接電子メールにより回答ほか、上記５において、令

和６年２月２６日（月）の閉庁日を除く午前８時３０分から午

後５時１５分までの間、供覧するとともに、本市ホームページ

へ掲載する。 

 

９ 企画提案書類の提出について 

  書類の作成に当たっては、本要領、仕様書及び受託候補者特定基準を踏まえて、具体的

に記入するものとする。  

 



提出書類 企画提案書（様式５）に以下の書類を添付し提出すること。

提案者名を記載し、提案者が押印すること。ただし、提案者の

記載と押印は正本のみとし、副本には提案者名等応募者が類推

できる表現は記載しないこと。 

(1) 業務実施方針（様式６） 

(2) 組織・実施体制（様式７） 

(3) 委託業務の実施内容・手法（様式８） 

(4) 個人情報保護体制（様式９） 

(5) 成功報酬見積書（様式１０） 

(6) その他の提案事項（様式１１） 

提出部数等 (1) 提出部数   

正本１部、副本１０部 

(2) 書式体裁 

    大きさはＡ４版とする。ページ数の制限は設けない。また

資料やイメージ図など見やすくするためＡ３版を使用する

場合は、Ａ４版の大きさで３つ折にすること。 

提出期限 公示日から令和６年２月２８日（水）までの閉庁日を除く日の

午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

提出場所 上記５に同じ 

提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。

提出期限までの必着のこと。）で提出すること。 

留意事項 (1) 提案は、１者につき 1件とする。 

(2) 提出期限内に企画提案書を提出しなかった者については、

プロポーザルを辞退したものとみなす。 

(3) 別途、企画提案書の電子データ（Wordに限る。）を５へ電子

メールで送付すること。その際の電子メールの件名は「【母

子父子寡婦福祉金貸付】公募型プロポーザルに関する企画

提案書について」とすること。 

 

10 企画提案書の審査方法及び評価方法等 

(1)  審査方法 

   提出された企画提案書をもとに、書類審査及びプレゼンテーションを実施する。 

   プレゼンテーションの実施は令和６年３月１１日（月）を予定しているが、詳細は別 

  途連絡するものとする。また、説明時間は質疑応答を含め３０分程度とする。 

  （説明時間２０分、質疑応答１０分） 

(2)  注意事項 

① プレゼンテーションに参加できる人数は、１事業者あたり２人以下とする。 

② プレゼンテーションは、提出済の企画提案書に基づき行うものとし、パソコンやス

クリーン等の持込み機器の使用は不可とする。 



(3)  企画提案書及びプレゼンテーションの審査 

発注者が別に定める委員により組織された「広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債

権回収等業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）」が行う。 

(4) 審査基準 

別紙「受託候補者特定基準」のとおり 

(5) 受託候補者の選定 

ア 審査委員会において、得点の総計が最も高い提案をした者を受託候補者として特

定する。ただし、審査委員会において、本業務を実施する目的、内容に鑑み、得点の

総数の総計が最も高い提案内容が、本市が求める最低水準(１００点満点中６０点)

に達していないと判断される場合においては、この限りではない。 

イ 得点の総計が最も高い提案をした者が２者以上いる場合には、審査委員会で協議

の上、受託候補者を特定する。 

 

11 審査結果の通知 

  受託候補者を選定した後は、速やかに、応募者にその結果を通知する。 

 

12 業務委託の契約手続 

（1） 受託候補者として選定された者と契約交渉を行い、契約を締結する。 

（2）  別紙「広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務委託基本仕様書」は、本業

務の最低要求水準を示したものであり、特定された企画提案書の内容については、契約

書にその内容を記載(添付)し、履行を確保するものとする。 

(3) 受託候補者と契約が成立しない場合は、次順位の者を受託候補者として契約交渉を

行うものとする。 

(4) 委託事業の実施に伴って取得した特許権及び著作権等は発注者に帰属する。 

 

13 その他 

（1） 本件に関して作成する書類等において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とす

る。 

（2） 必要な資格を有しない者及び企画提案書の提出に関する条件に違反した者が提出し

た企画提案書は無効とする。 

（3） 参加資格確認申請書及び企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーション等に要す

る費用は、提案者の負担とする。 

（4） 提出された参加資格確認申請書及び企画提案書等は返却しない。 

（5） 企画提案書等提出後、必要に応じて追加資料等の提出を求めることがある。 

（6） 参加資格確認申請書及び企画提案書は提出後において、修正、追加及び再提出は認め

ない。参加資格確認申請書及び企画提案書に虚偽の記載等の不正な行為があった場合

は、失格等の措置を講ずることがある。 

（7） 提出された参加資格確認申請書及び企画提案書に係る内容は、受託候補者選定の目

的以外に提出者に無断で使用しない。ただし、広島市情報公開条例（平成１３年広島市



条例第６号）第６条に基づく開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上

の地位を害すると認められるもの等不開示情報を除いて、開示請求者に開示する。 

（8） 公募に参加しようとする者は、審査委員会の委員との間に利害関係がなく、本件の

受託候補者決定の公表までの間において、本契約案件に関して、審査委員会に直接、間

接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけることを禁ずるもの

とし、この禁止事項に抵触したと認められる場合は、参加資格を失うことがある。 

（9） 契約を締結する場合においては、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納

付しなければならない。ただし、次の各項目に該当するときは契約保証金の納付を免除

する。 

ア 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき 

イ 過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を２回以上に

渡って締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれ

がないと認められるとき 

 

14 資料及び様式 

  このプロポーザルに関する資料等は、次表のとおり広島市ホームページに掲載する。 

 

プロポーザル応募関係資料等 掲載場所 

01 公募型プロポーザル開始の公示 

02 公募型ポロポーザル実施要領 

03 (実施要領 別紙)受託候補者特定基準 

04 (様式 1) 公募型プロポーザル参加資格確

認申請書 

05 (様式 2) 業務実績調書 

06 (様式 3) 使用印鑑届 

07 (様式 4) 仕様書等に関する質問書 

08 (様式 5) 企画提案書 

09 (様式 6) 業務実施方針 

10 (様式 7) 組織・実施体制 

11 (様式 8) 委託業務の実施内容・手法 

12 (様式 9) 個人情報保護体制 

13 (様式 10) 成功報酬見積書 

14 (様式 11) その他の提案事項 

15 基本仕様書 

16 委託契約書(案)、広島市委託契約約款、個

人情報取扱特記事項 

広 島 市 の ホ ー ム ペ ー ジ

( https://www.city.hiroshima.lg.jp/)

トップページ上部の「事業者向け情報」

→「入札・契約情報」→入札発注情報 ト

ップページ右部の「調達情報公開システ

ムに掲載されない入札・見積情報」→「令

和６年度 方式・案件名」へ画面を展開

し、入札案件の資料からダウンロードす

ること。 



受託候補者特定基準 

 

番号 評価項目 評価事項 配点 

1 
業務実施方針 

(様式６) 

(1) 委託目的を理解し、業務実施方針が提案されているか。 

(2) 債務者の経済・就労状況の把握など、福祉的観点からの配慮につ

いての姿勢が示されているか。 

5 

2 
組織・実施体制 

(様式７) 

(1) 業務が遂行可能な人員体制が確保されており、また業務の管理

体制は適正か。 

(2) 責任者及び従事者は、業務を遂行する上で、必要な経験、知見及

び資格等を有しているか。 

(3) 本市との連絡･調整が速やかに行える体制が確保されているか。 

10 

3 

委託業務の実施

内容・手法 

(様式８) 

(1) 債権回収業務（催告及び収納業務） 

・実効性のある実施方法・時期・回数等が具体的に示されている

か。 

・回収向上に向けた具体的取組が示されているか。 

45 

(2) 納付相談業務 

・実効性のある実施方法、相談体制が具体的に示されているか。 

・トラブル･苦情等の対応方法が具体的に示されているか。 

(3) 収納金の管理・払込業務 

 ・実効性のある実施方法、確認・管理方法が具体的に示されてい

るか。 

(4) 調査業務 

 ・実効性のある調査方法、実施体制が具体的に示されているか。 

(5) 報告業務 

・実効性のある様式・作成方法、提出方法が具体的に示されてい

るか。 

・情報管理(個人情報保護を含む。)方法が示されているか。 

4 
個人情報保護 

体制(様式９) 

(1) 情報セキュリティに関し、組織的な取組が実施されているか。 

(2) 個人情報の管理方法及び管理体制が確保されているか。 

(3) 従事者に守秘義務を徹底する方法(職員研修等)が具体的に示さ

れているか。 

20 

5 
業務実績 

(様式２) 

母子父子寡婦福祉資金債権回収業務又はこれに類する業務の受託実

績を有し、十分な回収の実績があるか。 
10 

6 
成功報酬見積 

(様式 10) 
委託する回収対象債権に対する成功報酬費用は適切か。 5 

7 
その他の提案 

(様式 11) 

本業務の効果を高めるために、仕様書に記載した項目以外に独自の

具体的な提案がなされているか。また、その内容は妥当か。 
5 

合 計 100 

別紙 


